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高 知 県 特 定 水 産 資 源 の 漁 獲 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。

令 和 ２ 年 12月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 特 定 水 産 資 源 の 漁 獲 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 漁 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 267 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 26条 第 １ 項 及 び 第 30条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 法 及 び 漁 業 法 施 行 規 則 （ 令 和 ２ 年 農 林 水 産 省 令 第 47号 ） に

定 め る も の の ほ か 、 特 定 水 産 資 源 （ 法 第 11条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規

定 す る 特 定 水 産 資 源 を い う 。 次 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。 ） の 漁

獲 量 等 の 報 告 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 報 告 の 方 法 ）

第 ２ 条 法 第 26条 第 １ 項 又 は 第 30条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 漁 獲 量 等

の 報 告 （ 以 下 「 報 告 」 と い う 。 ） は 、 当 該 報 告 を 行 う 者 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 と 県 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回

線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 で あ っ て 、 当 該

電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 情 報 が 送 信 さ れ 、 当 該 県 の 使 用 に 係 る 電

子 計 算 機 に 備 え ら れ 、 又 は 接 続 さ れ る フ ァ イ ル に 当 該 情 報 が 記

録 さ れ る も の に よ り 行 う も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 子 情 報 処 理 組 織 の 異 常 若 し く は

保 守 点 検 又 は 報 告 を す べ き 事 項 が 著 し く 急 激 に 増 加 し た こ と そ

の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 は 、 漁 獲 割 当 管 理 区 分 （ 法 第

17条 第 １ 項 に 規 定 す る 漁 獲 割 当 管 理 区 分 を い う 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） に 係 る 報 告 に あ っ て は 別 記 第 １ 号 様 式 に よ り 、

漁 獲 割 当 管 理 区 分 以 外 の 管 理 区 分 （ 漁 獲 努 力 量 管 理 区 分 （ 法 第

30条 第 １ 項 に 規 定 す る 漁 獲 努 力 量 管 理 区 分 を い う 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に 係 る 報 告 に あ っ て は 別 記 第 ２ 号

様 式 に よ り 、 漁 獲 割 当 管 理 区 分 以 外 の 管 理 区 分 の う ち 漁 獲 努 力

量 管 理 区 分 に 係 る 報 告 に あ っ て は 別 記 第 ３ 号 様 式 に よ り 、 そ れ

ぞ れ 行 う こ と が で き る 。

３ 前 項 の 書 面 を 郵 便 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る

法 律 （ 平 成 14年 法 律 第 99号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 一 般 信 書

便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 に よ

る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便 で 提 出 し た 場 合 は 、 特 定 水 産 資

源 を 陸 揚 げ し た 日 か ら 知 事 に 報 告 す る ま で の 期 間 の 計 算 に つ い

て 、 送 付 に 要 し た 日 数 は 、 算 入 し な い 。

（ 代 理 人 に よ る 報 告 ）

第 ３ 条 報 告 を し よ う と す る 者 は 、 代 理 人 に 当 該 報 告 を さ せ る 場

合 は 、 あ ら か じ め 、 別 記 第 ４ 号 様 式 に よ る 委 任 状 を 知 事 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。



２ 前 項 の 規 定 は 、 法 第 58条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 52

条 第 １ 項 及 び 高 知 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 規 則 第 73

号 ） 第 21条 の 規 定 に よ る 知 事 許 可 漁 業 に お け る 資 源 管 理 の 状 況

等 の 報 告 並 び に 法 第 90条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 漁 業 権 の 内 容 た る

漁 業 に お け る 資 源 管 理 の 状 況 等 の 報 告 に つ い て 準 用 す る 。

（ 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意 ）

第 ４ 条 知 事 は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 又 は 前 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 書 面 の 提 出 を 受 け る 際 に は 、 当

該 書 面 に 記 載 さ れ た 事 項 に 係 る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意

を 得 る も の と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則

の 廃 止 ）

２ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則

（ 平 成 ８ 年 高 知 県 規 則 第 120号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則

の 廃 止 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の

数 量 等 の 報 告 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 漁 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 等 の 法 律 （ 平 成 30年 法 律 第 95号 ） 附 則 第 28条 の 規 定 に よ り 同

法 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 海 洋 生 物 資 源 の 保 存 及 び 管 理 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ８ 年 法 律 第 77号 ） の 規 定 が な お そ の 効 力 を 有

す る こ と と さ れ る 間 、 な お 効 力 を 有 す る も の と す る 。


